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１．下水道事業の概要

3

■下水道の役割

雨水を排除し水害を防除する

下水 汚水

雨水

各家庭や事業所等のトイレや台所で使用した水

家屋や道路に降った雨や雪どけ水

水害防除 公衆衛生の向上 公共用水域の水質保全

汚水が滞留しないように排除し、
清潔で快適な生活環境を確保する

汚水を適切に処理することで
河川や海の水質を保全する
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●排水施設
（排水管、排水渠等）

●処理施設
（汚水処理施設等）

●補完施設
（ポンプ施設等）

から構成される

■下水道施設の構成

『下水を排除するための設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排
水施設を除く)、これに接続して下水を処理するために設けられるポンプ施設その
他施設の総体をいう』（下水道法第2条第2号）

下水道とは・・・

１．下水道事業の概要
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■下水道の種類

下水道

農業集落排水施設

浄化槽

公共下水道

流域下水道

都市下水路

１つの市町村の区域内において、
各市町村が建設・ 管理する下水道

２つ以上の市町村の公共下水道か
らの下水を一括処理し、
各都道府県が建設・管理する下水道

市街地内の雨水排除を目的とする
下水道

汚水処理施設

●「国土交通省」管轄

●「農林水産省」管轄

●「環境省、総務省」管轄

１．下水道事業の概要
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■合流式と分流式

分流式下水道 合流式下水道

昭和45年の下水道法改正以降、公共用水域の水質保全の観点より、
以降の下水道は「分流式」が採用されている

汚水と雨水を同じ一つの下水道管に
流す仕組み

汚水と雨水をそれぞれ別々の下水道管に
流す仕組み

１．下水道事業の概要
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■恵那市の下水道施設

公共下水道

特定環境保全
公共下水道

農業集落
排水事業
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◆恵那市内の汚水処理施設（処理場）１０か所

〇恵那市浄化センター

〇千田川クリーンセンター

〇門野浄化センター

〇アクアパーク恵那峡

〇岩村浄化センター

〇上矢作浄化センター

〇竹折浄化センター

〇明智浄化センター

〇東野クリーンセンター

〇下・小田子浄化センター

◆その他の汚水処理関連施設

〇個別排水処理施設（岩村）30か所

〇ポンプ場１か所、マンホールポンプ225か所

〇管路延長 373 ｋｍ

１．下水道事業の概要
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■恵那市の普及率・水洗化率等一覧
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２．下水道事業の現状
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■現経営戦略の「見込み値」と決算の状況（損益計算書から）

２．下水道事業の現状

経営戦略の改定
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■下水道使用料（水道水利用の一般家庭）

・ 水道の使用水量を汚水量として算定

・ 現在の使用料は平成12年に改定したもの

・ 平成19年～21年にかけて岩村・明智・上矢作の料金体系を統合

２．下水道事業の現状
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■下水道使用料と県内各市の比較

1か月に30㎥使用した場合の使用料比較です。恵那市は県内各市平均値より

高い水準となっています。

5,250円
県内各市平均 4,477円

：東濃5市 出典：岐阜県の下水道（令和6年版）より数値を引用

（税抜き）
5,280円

5,000円

4,800円

4,600円

3,800円

3,504円

２．下水道事業の現状



３．下水道事業の今後について
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■ 事業を安定的に遂行するために

（１）収入に関すること
・ 人口の減少に伴い、下水道使用料も減少傾向。
・ 財源不足を一般会計からの繰入金に依存し、経営状況は厳しい。
・ 今後3～5年ごとに収支見込みを見直し、同時に使用料改定の検討が必要。

（２）支出に関すること
・ 収益的支出では、動力費及び委託料等の維持管理経費が増加傾向。
・ 使用料改定を検討する上でも、経費の削減は重要な課題。
・ 施設統合を視野に入れた広域化・最適化による経費削減の取組みが必要
不可欠である。

（３）管渠の更新に関すること
・ 管渠の老朽化の影響により、公共下水道事業では不明水対策が課題。
・ 不明水調査、及び不明水対策工事を継続し、国庫補助対象事業（供用開始から
50年）となる令和11年度以降に備え計画的な管渠更新を行う。



４．補足資料【用語解説】
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説明用語

地方公共団体が経営する企業活動の総称。水道事業、下水道事業、交通事業、病院事業等が代表的なもの
である。税金ではなくその事業に伴う収入によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく「独立
採算制の原則」が適用されている。常に企業の継続性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように
運営されなければならない。

公営企業

給水や排水を目的とした水路全体の総称。 上水管、下水管、側溝など。
管＝円筒形のくだ（管）、きょ（渠）＝水路を表す。

管渠（かんきょ）

建物外部の地中に埋まっており、家庭や事業所から排出された汚水を汚水管に接続する部分のこと。汚水
の中に含まれている異物を分離し、汚水だけを下水道に流すような仕組みになっている。管の詰まりが起
きやすい要所に点検や清掃のためにも設けられている。

汚水桝（おすいます）

建物外部の地中に埋まっており、雨樋から流れてきた雨水を排水管に接続する部分のこと。雨水に含まれ
る砂や枯葉などを沈殿させたり、一時的に雨水を貯留して流量の調節をするための設備。

雨水枡（うすいます）

行政区域内の総人口（住民基本台帳人口）。行政区域内人口

下水処理が開始されている処理区域に居住する人口。処理区域内人口

水道の処理区域内において実際に下水道に接続し、使用している人口。水洗化人口

行政区域内人口のうち、下水処理が可能となった地域の人口の占める割合。
（処理区域内人口）÷（行政区域内人口）で算出。

普及率

公共下水道に接続可能な区域内人口に対して、実際に接続している人口の割合。
（水洗化人口）÷（処理区域内人口）で算出。

水洗化率

下水道で処理された汚水量のうち、家庭や工場で使用され、下水道使用料を徴収することのできる水量。有収水量


